
あきる野市国民健康保険税の改正について

１ 納付金の算定結果（確定係数）

令和４年度の納付金（確定係数）が示され、あきる野市は、前年度比で 6.2％の増加となった。

仮係数では、8.2％の増加で示されていたところであり、一人当たり診療費推計等において下方

修正があった。

（１）納付金の比較 （千円）

（２）一人当たり診療費の推移・推計 （円）

H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R元年度 R2 年度
R4 年度

（仮係数）

R4 年度

(確定係数)

診療費 289,044 305,067 312,815 316,794 326,037 318,548 353,788 346,199

東京都全体 あきる野市

納付金 前年度比増減 納付金 前年度比増減

R３年度 417,610,600 - 2,463,299 -

R４年度（仮係数） 442,856,309 25,245,709 2,664,154 200,855

R４年度（確定係数) 434,565,262 16,954,662 2,615,524 152,225
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２ 令和４年度国民健康保険特別会計の財源不足額

来年度予算について、直近の被保険者の状況による税収試算や総務費等の精査を行ったとこ

ろ、財源が、412,844 千円不足する見込みとなった。（詳細は資料２）

３ 改定案の内容

（１）基金繰入と一般会計繰入の増額

国民健康保険基金からの繰入を最大限に行っても、その後も 262,844 千円の不足が生じる。

これに対して、一般会計繰入の増額と税率改定でそれぞれ５割ずつを補う考えとした。

（２）税率改定案

個々の税率（課税額）については、将来的な保険料水準の統一を見据え、標準保険料率との

乖離幅を均一に縮小することにより設定した。（比較詳細は資料３）

【課題】・今後も、一人当たり診療費は増加傾向が見込まれており、また、令和５年度以降も令和

４年度並みの予算規模となれば、基金残金は完全に枯渇する。

・法定外繰入金を増額した場合、赤字解消が後年度に繰り越されることになり、保険者努

力支援制度の評価上不利な状態が継続する。

・令和４年度は、法定外繰入金を増額したとしても、令和５年度以降の繰入については、

一般会計の状況により減額を要する可能性がある。

・標準保険料率との乖離が続けば、将来的に保険税が統一化したときの負担感が大きなも

のになる。

歳 入

国保税 一般会計繰入 基金繰入 都支出金等 合 計 不足額

1,458,638 721,715 0 5,978,927 8,159,280 412,844

歳 出

総務費 保険給付費 納付金 保健事業費等 合 計

25,272 5,788,788 2,615,527 142,537 8,572,124

財源不足見込額 国保基金繰入額 基金繰入後不足額
一般会計繰入の増額分

（法定外繰入総額）
最終不足額

412,844 150,000 262,844 132,000
（482,000）

130,844

現 行 改 定

基礎課税額

（医療給付費分）

所得割 5.03％ 5.42％

均等割 26,200 円 29,200 円

後期高齢者支援金等

課税額

所得割 1.62％ 1.83％

均等割 9,000 円 10,000 円

介護納付金課税額
所得割 1.53％ 1.75％

均等割 12,000 円 13,200 円

（千円）

（千円）



【歳入】 （千円）

1 国民健康保険税 1,474,421 1,458,638 -15,783

1 1,411,096 1,405,431 -5,665 退職分の科目残置3千円含む

2 63,325 53,207 -10,118

2 都支出金 5,834,520 5,965,889 131,369

3 財産収入 2 2 0

4 繰入金 975,191 721,715 -253,476

1 710,513 721,715 11,202 法定外繰入金350,000千円

2 264,678 0 -264,678

5 繰越金 1 1 0

6 諸収入 14,412 13,034 -1,378

7 1 1 0

8,298,548 8,159,280 -139,268

【歳出】 （千円）

1 総務費 31,470 25,272 -6,198

2 保険給付費 5,664,039 5,788,788 124,749

3 国民健康保険事業費納付金 2,463,301 2,615,527 152,226 退職分の科目残置2千円含む

4 10 10 0

5 129,265 131,146 1,881

6 1 1 0

7 9,462 10,380 918

8 1,000 1,000 0

8,298,548 8,572,124 273,576

0 -412,844

令和４年度 国民健康保険特別会計予算の概要

 現年度分

 滞納繰越分

 一般会計繰入金

 国民健康保険基金繰入金

国庫支出金

合　　計

共同事業拠出金

保健事業費

基金積立金

諸支出金

予備費

合　　計

歳入歳出差引額 （千円）

款 項 名　　　称
令和３年度
当初予算

令和４年度
見込

増 減 備考

款 名　　　称
令和３年度
当初予算

令和４年度
見込

増 減 備考
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税率改定案の詳細

１　税率

現　　行 改　　定 増　減
（参考）

標準保険料率

応能割 所得割額 5.03% 5.42% 0.39% 6.64%

応益割 均等割額 26,200円 29,200円 3,000円 39,121円

応能割 所得割額 1.62% 1.83% 0.21% 2.46%

応益割 均等割額 9,000円 10,000円 1,000円 14,026円

応能割 所得割額 1.53% 1.75% 0.22% 2.44%

応益割 均等割額 12,000円 13,200円 1,200円 17,712円

２　税額（調定額、収入額）

現　　行 改　　定 増　減

634,526,571 677,942,586 43,416,015

365,042,697 406,245,142 41,202,445

203,047,075 226,480,689 23,433,614

125,348,647 139,046,569 13,697,922

79,014,357 88,642,084 9,627,727

52,962,187 58,140,635 5,178,448

916,588,003 993,065,359 76,477,356

543,353,531 603,432,346 60,078,815

1,459,941,534 1,596,497,705 136,556,171

78,809 86,181 平均改定率9.35％

1,405,429,566 1,536,853,215 131,423,649

区　　　分

区　　　分

応能割

応益割

応能割

応益割

応能割

応益割

応能割

応益割

計

１人当たりの保険税調定額

徴収率を乗じた後の額（収入額）

基礎課税額
（医療費給付費分）

後期高齢者支援金等
課税額

介護納付金課税額

基礎課税額
（医療費給付費分）

後期高齢者支援金等
課税額

介護納付金課税額

合　計

20,000円

30,000円

40,000円

現
行

改
定

標
準
料
率

税率の設定イメージ（図は、基礎分の均等割）

標準保険料率との

乖離幅を縮小する
（各区分を約24％）
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（税額はそれぞれの計算過程で100円未満切捨て）

※1 総所得は、給与・年金収入から所得計算後の合計額

※2 課税所得は、所得割の算定基礎額（総所得－各人の基礎控除（４３万円））

パターン①
（円） （％）

給与収入 総所得※1 課税所得※2 所得割 均等割 計 所得割 均等割 計 増減額 増減率

7割軽減 980,000 430,000 0 0 10,500 10,500 0 11,700 11,700 1,200 11.43

5割軽減 1,265,000 715,000 285,000 18,900 17,600 36,500 20,600 19,600 40,200 3,700 10.14

2割軽減 1,500,000 950,000 520,000 34,600 28,100 62,700 37,700 31,300 69,000 6,300 10.05

2,500,000 1,670,000 1,240,000 82,300 35,200 117,500 89,800 39,200 129,000 11,500 9.79

3,000,000 2,020,000 1,590,000 105,600 35,200 140,800 115,100 39,200 154,300 13,500 9.59

4,000,000 2,760,000 2,330,000 154,800 35,200 190,000 168,800 39,200 208,000 18,000 9.47

パターン②
（円） （％）

世帯年金収入 総所得※1 課税所得※2 所得割 均等割 計 所得割 均等割 計 増減額 増減率

2,230,000 430,000 0 0 21,100 21,100 0 23,500 23,500 2,400 11.37

2,380,000 580,000 150,000 9,900 21,100 31,000 10,800 23,500 34,300 3,300 10.65

5割軽減 2,950,000 1,150,000 720,000 47,800 35,200 83,000 52,100 39,200 91,300 8,300 10.00

2割軽減 3,420,000 1,620,000 1,190,000 79,000 56,300 135,300 86,200 62,700 148,900 13,600 10.05

4,000,000 2,200,000 1,770,000 117,600 70,400 188,000 128,200 78,400 206,600 18,600 9.89

5,000,000 2,970,000 2,540,000 168,800 70,400 239,200 184,000 78,400 262,400 23,200 9.70

6,000,000 3,820,000 3,390,000 225,400 70,400 295,800 245,700 78,400 324,100 28,300 9.57

妻の収入はいずれも70万円として計算

パターン③
（円） （％）

世帯給与収入 総所得※1 課税所得※2 所得割 均等割 計 所得割 均等割 計 増減額 増減率

7割軽減 1,630,000 530,000 0 0 26,200 26,200 0 29,300 29,300 3,100 11.83

5割軽減 2,485,000 1,385,000 525,000 34,900 43,900 78,800 38,000 49,000 87,000 8,200 10.41

2割軽減 3,190,000 2,090,000 1,230,000 81,800 70,300 152,100 89,200 78,300 167,500 15,400 10.12

5,000,000 3,340,000 2,480,000 164,800 88,000 252,800 179,700 98,000 277,700 24,900 9.85

7,000,000 4,740,000 3,880,000 257,900 88,000 345,900 281,200 98,000 379,200 33,300 9.63

9,000,000 6,320,000 5,460,000 363,000 88,000 451,000 395,800 98,000 493,800 42,800 9.49

未就学児の均等割軽減を適用して計算

パターン④
（円） （％）

世帯給与収入 総所得※1 課税所得※2 所得割 均等割 計 所得割 均等割 計 増減額 増減率

7割軽減 1,630,000 530,000 0 0 44,000 44,000 0 49,000 49,000 5,000 11.36

5割軽減 2,770,000 1,670,000 810,000 66,100 73,500 139,600 72,800 81,800 154,600 15,000 10.74

2割軽減 3,958,000 2,610,000 1,750,000 143,000 117,700 260,700 157,400 130,800 288,200 27,500 10.55

5,000,000 3,340,000 2,480,000 202,700 147,200 349,900 223,100 163,600 386,700 36,800 10.52

7,000,000 4,740,000 3,880,000 317,200 147,200 464,400 349,100 163,600 512,700 48,300 10.40

9,000,000 6,320,000 5,460,000 446,500 147,200 593,700 491,300 163,600 654,900 61,200 10.31

【モデル世帯比較】

２５歳 １人世帯

７０歳夫婦のみ ２人世帯（夫の年金収入と、妻の年金収入70万円）

３０代夫婦 + 子 １人　３人世帯（夫婦同額で給与収入あり、子は未就学児）

４０代夫婦 + 子 ２人　４人世帯（夫婦同額で給与収入あり、子はともに小学生）

改　定　前 改　定　後 増　減

軽減なし

7割軽減

軽減なし

軽減なし

軽減なし



諮問に対する第２回あきる野市国民健康保険運営協議会での主な意見

１ 本算定の際には、東京都の示す診療費の推計が低くなっていることに期待す

る。

２ 一般会計からの法定外繰入を増額することは、国保財政健全化計画と逆行す

ることになるが、問題はないのか。納付金のことを考えるとしかたのないこと

かもしれないが、他市の状況にも注視が必要である。

３ もともと国保は、国が全ての医療費等を支援していたにも関わらず、国のほ

うは負担をどんどん減らしている。市の財政健全化を進めるには、国の財政負

担を増やしていくしかない。

４ 税率改定はやむを得ないのかもしれないが、今回示された案の中で一番少な

い約１０％の上げ幅であっても、生活に大変な影響がある。

５ 子どもへの軽減・減免措置について、第３子にもっと手厚くするなどの検討

をしてほしい。
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